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催
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一
〇
〇

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
八
十
五
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
救
急
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
在
　
　
　
　
地

石
和
共
立
病
院

笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
六
百
二
十
三
番
地

二
　
認
定
期
間

平
成
十
七
年
二
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
八
十
六
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た

医
療
機
関
は
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

名
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
在
　
　
　
　
地

水
上
内
科
小
児
科
医
院

甲
府
市
中
央
五
丁
目
二
番
三
十
二
号

山
梨
県
告
示
第
八
十
七
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
収
用
事
業
の
認
定
を
し
た
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
起
業
者
の
名
称

増
穂
町

二
　
事
業
の
種
類

増
穂
ふ
る
さ
と
自
然
塾
整
備
事
業

三
　
起
業
地

１
　
収
用
の
部
分
　
南
巨
摩
郡
増
穂
町
大
字
平
林
字
大
久
保
平
地
内

２
　
使
用
の
部
分
　
な
し

四
　
事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

１
　
法
第
二
十
条
第
一
号
要
件

増
穂
ふ
る
さ
と
自
然
塾
整
備
事
業
（
以
下
「
本
事
業
」
と
い
う
。）
は
、
法
第
三
条
第
三
十
二

号
に
掲
げ
る
「
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
公
園
、
そ
の
他
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
」
に
関
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
一
号
に
該
当
す
る
。

２
　
法
第
二
十
条
第
二
号
要
件

起
業
者
は
、
用
地
補
償
費
に
つ
い
て
は
土
地
開
発
基
金
に
よ
り
財
政
措
置
を
講
じ
、
平
成
十
七

年
度
工
事
費
等
に
つ
い
て
は
財
政
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
本
事
業
を
遂
行
す
る
充
分

な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
二
号
に
該
当
す

る
。

３
　
法
第
二
十
条
第
三
号
要
件

（一）

申
請
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

本
事
業
は
、
増
穂
町
の
山
間
地
に
位
置
す
る
平
林
地
区
に
、
自
然
学
習
の
拠
点
施
設
で
あ
る

自
然
体
験
ハ
ウ
ス
、
コ
テ
ー
ジ
・
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
等
の
宿
泊
用
施
設
、
動
植
物
等
を
観
察
す

る
こ
と
が
で
き
る
観
察
舎
・
観
察
路
等
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
生
態
系
の
復
元
を
し
て
動

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
四
十
九
号
　
　
平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

九
九

山
梨
県
公
報
平
成
十
七
年

二
月
二
十
四
日

第
千
五
百
四
十
九
号

木　曜　日



植
物
等
の
生
息
環
境
を
守
る
た
め
、
自
然
林
へ
の
転
換
等
の
事
業
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
本
事

業
施
行
に
よ
り
、
地
元
農
産
物
の
提
供
、
地
元
住
民
の
雇
用
の
確
保
、
地
元
住
民
と
都
市
住
民

と
の
交
流
等
地
域
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
こ
と
、
山
里
の
景
観
及
び
生
態
系
の
保
全
が
な
さ
れ

る
こ
と
、
自
然
環
境
教
育
を
通
し
て
自
然
保
護
思
想
の
普
及
啓
発
が
図
ら
れ
る
こ
と
等
、
住
民

利
益
の
向
上
に
つ
な
が
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共

の
利
益
は
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
。

（二）

申
請
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益

本
事
業
の
施
行
に
よ
り
周
辺
環
境
に
与
え
る
影
響
は
、
工
事
期
間
中
の
騒
音
及
び
振
動
に
起

因
す
る
周
辺
環
境
へ
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
が
、
周
辺
に
は
民
家
が
な
く
、
周
辺
環
境
に
与
え

る
影
響
は
小
さ
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は

軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（三）

代
替
案
と
の
比
較

本
事
業
の
施
行
位
置
に
つ
い
て
は
、
平
林
地
区
周
辺
で
利
便
性
、
経
済
性
、
環
境
等
の
要
件

を
考
慮
し
選
定
さ
れ
た
二
案
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
た
結
果
、
本
事
業
の
起
業
地
が
、
こ
れ
ら

の
要
件
を
満
た
す
適
当
な
も
の
と
し
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（四）

比
較
衡
量

（一）
で
述
べ
た
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
（二）
で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利
益
を
比
較
衡
量
し
た
結

果
、
本
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら

れ
る
と
と
も
に
、
（三）
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
事
業
の
起
業
地
は
、
代
替
案
と
比
較
し
て
最
も
適

切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
に
よ
り
、
本
事
業
は
、「
土
地
の
適
正
且
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
」
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
三
号
に
該
当
す
る
。

４
　
法
第
二
十
条
第
四
号
要
件

（一）

申
請
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性

本
事
業
は
、
増
穂
町
第
四
次
総
合
計
画
及
び
平
成
十
四
年
二
月
策
定
の
平
林
・
美
し
い
活
力

あ
る
地
域
づ
く
り
基
本
計
画
（
平
林
地
区
ふ
る
さ
と
自
然
塾
基
本
計
画
）
に
位
置
づ
け
ら
れ
た

事
業
で
あ
り
、
自
然
環
境
保
全
活
動
拠
点
整
備
運
営
要
綱
（
平
成
十
一
年
六
月
十
七
日
付
け
環

自
企
第
二
百
四
十
五
号
、
環
自
計
第
百
三
十
六
号
及
び
環
自
施
第
百
八
十
三
号
環
境
庁
自
然
保

護
局
長
通
知
）
に
基
づ
き
承
認
さ
れ
た
計
画
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
事
業
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

早
期
に
事
業
を
施
行
す
る
必
要
性
が
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

（二）

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性

本
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
事
業
実
施
の
た
め
に
、
必
要
な
範
囲
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
。

ま
た
、
起
業
地
の
範
囲
に
お
い
て
、
一
時
的
な
利
用
に
供
さ
れ
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、
使
用

に
は
な
じ
ま
な
い
た
め
、
収
用
と
す
る
こ
と
は
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（三）

収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
性

以
上
に
よ
り
、
本
事
業
は
、「
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
」
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
四
号
に
該
当
す
る
。

５
　
結
論

１
か
ら
４
ま
で
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
事
業
は
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と

判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
に
よ
り
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
認
定
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

五
　
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

増
穂
町
役
場
企
画
財
政
課

公
　
　
　
告

'

換
地
を
定
め
な
い
土
地
の
指
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
（
鳥
原
平
地

区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
る
前
に
お
い
て
、
次
の
従
前
の
土
地
は
、
換
地
を
定
め
な
い
土
地
と
し
て
指

定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告

す
る
。平

成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

従
前
の
土
地
の
表
示

市
町
村

大
　
　
字

字

地
　
　
番

地
目

用
途

地
積
（
㎡
）

北
杜
市

白
州
町
鳥
原

上
小
用

四
六
八

畑

畑

一
〇
五

同

同

東
原

三
五
四

畑

畑

四
八
〇

同

同

同

三
五
五

畑

畑

二
、
一
〇
二

同

白
州
町
下
教
来
石

大
久
保

一
、
七
五
五

畑

畑

二
、
八
八
三

'

屋
外
広
告
物
講
習
会
の
開
催
に
つ
い
て

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
四
十
九
号
　
　
平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

一
〇
〇



山
梨
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
平
成
三
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
五
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
講
習

会
を
開
催
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
催
日
時

一
日
目
　
平
成
十
七
年
三
月
二
十
四
日
（
木
）
午
前
九
時
二
十
分

二
日
目
　
平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日
（
金
）
午
前
九
時
二
十
分

二
　
開
催
場
所

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
九
番
十
一
号
　
県
民
会
館
四
階
四
〇
三
会
議
室

三
　
科
目

１
　
屋
外
広
告
物
に
関
す
る
法
令

２
　
屋
外
広
告
物
の
表
示
の
方
法
に
関
す
る
事
項

３
　
屋
外
広
告
物
の
施
工
に
関
す
る
事
項

四
　
受
講
手
数
料

一
科
目
に
つ
き
千
円
（
受
講
申
込
書
に
一
科
目
に
つ
き
千
円
に
相
当
す
る
額
の
山
梨
県
収
入
証
紙

を
は
り
付
け
、
消
印
し
な
い
こ
と
。）

受
講
手
数
料
は
、
申
込
み
を
取
り
消
し
、
又
は
受
講
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
還
付
し
な
い
。

五
　
受
講
申
込
み
受
付
期
間

平
成
十
七
年
三
月
一
日
（
火
）
か
ら
同
月
十
五
日
（
火
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
を
除
く
。）

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

六
　
受
講
申
込
書
の
提
出
先

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
九
番
十
一
号
　
山
梨
県
土
木
部
建
築
指
導
課
（
電
話
〇
五
五
│
二
二
三
│

一
七
三
四
）

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
四
十
九
号
　
　
平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

一
〇
一



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
四
十
九
号
　
　
平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

一
〇
二


